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令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
五
霞
町

の
独
自
制
度
と
し
て
小
児
・
妊
産
婦

マ
ル
福
認
定
の
際
の
所
得
制
限
を
撤

廃
し
、
す
べ
て
の
小
児
・
妊
産
婦
が

医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）

の
受
給
対
象
に
な
り
ま
す
。
３
月
初

旬
に
新
た
に
対
象
に
な
る
方
に
は
通

知
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

を
お
持
ち
の
う
え
、
役
場
②
番
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
毎
年
無
料
で
実
施
し
て
い
る
国
民

健
康
保
険
の
歯
周
病
予
防
検
診
の
実

施
方
法
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

○
変
更
点

　
対
象
者
全
員
に
受
診
券
を
送
付
し

て
い
ま
し
た
が
、
令
和
５
年
度
か

ら
申
請
さ
れ
た
方
に
受
診
券
を
送

付
し
ま
す
。

○
対
象
者

　
令
和
５
年
４
月
１
日
時
点
で
五
霞

町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
で
年
度
内
に
55
歳
か
ら
74
歳

に
到
達
す
る
方

○
申
込
方
法

　
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し

込
み

お
し
ら
せ
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○
受
付
期
間

　
４
月
17
日
㈪
～
21
日
㈮

　
期
限
ま
で
に
申
し
込
ま
れ
た
方
に

は
受
診
券
を
５
月
上
旬
ま
で
に
送

付
し
ま
す
。

※
６
月
以
降
は
随
時
受
付
（
電
話
・

来
庁
等
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
五
霞
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
生
活
機
能
の
低
下
が
な
い
か

把
握
し
、
早
期
に
介
護
予
防
に
繋
げ

る
た
め
、
毎
年
４
月
、
70
歳
以
上
の

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
を

対
象
に
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は

次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

○
送
付
時
期
　
６
月

○
対
象
者

　
４
月
１
日
時
点
で
70
歳
、
75
歳
、

80
歳
の
方
で
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
な
い
方

　
な
お
、
今
回
対
象
外
の
方
で
介
護

の
心
配
が
あ
る
方
は
、
五
霞
町
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
健
康
福

祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
町
内
の
小
中
学
校
に
在
学
す
る
児

童
生
徒
の
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済
的

な
理
由
（
所
得
状
況
等
）
に
よ
り
就

学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

学
用
品
費
等
の
一
部
を
援
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
４
月
中
に
教
育
委
員

会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
　
学
校
教
育
Ｇ

　
☎

（84）
１
４
６
２
（
直
通
）

　
公
的
個
人
認
証
シ
ス
テ
ム
の
更
改

作
業
の
実
施
に
伴
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
一
部
業
務
が
停
止
し
ま

す
。

○
停
止
期
間

　
５
月
１
日
㈪
・
２
日
㈫

○
停
止
さ
れ
る
業
務

・
電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
・
更
新

・
町
内
で
の
住
所
異
動
や
婚
姻
等
に

よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
券
面

記
載
事
項
の
変
更

・
暗
証
番
号
の
初
期
化

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

小
児・妊
産
婦
マ
ル
福
の
受
給

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

国
保
歯
周
病
予
防
検
診
の
受

診
方
法
が
変
更
に
な
り
ま
す

基
本
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
送
付
の

対
象
者
が
変
わ
り
ま
す

就
学
を
援
助
し
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

一
部
業
務
が
停
止
し
ま
す


